
石綿を吸入すると、長い年月を経てから肺がんや悪性中皮腫等の悪性疾患をはじめとした
健康被害を引き起こすことが知られています。石綿はその有害性から建材の重量の0.1％を
超える石綿を含む製品について、2006年9月以降、製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止さ
れています（石綿障害予防規則）。

【 画像︓石綿肺 出典︓独立行政法人環境再生保全機構「石綿と健康被害」（第13版、2019.６）】

国土交通省の推計によると、吹付け石綿等を含む建築材料を使用している可能
性がある鉄骨造・鉄筋コンクリート造の民間建築物の解体工事件数は今後増加し、
2028年頃をピークに毎年約5～10万棟の建物が解体されるとされています。
今後の解体数の増加やこれまでの解体現場の石綿飛散問題等をうけ、大気汚

染防止法の一部を改正する法律が2020年6月5日に公布され、一部を除き
2021年4月から対策が一層強化されます。改正内容の詳細については右QRコー
ドにてご確認いただけます。

改正内容の
リーフレット

法改正の資料
環境省ＨＰ

石綿対策の規制が強化されます

最新のお知らせ

主な改正内容
 石綿含有成形板等（レベル3）は規制対象外 ⇒ 全てのアスベスト含有建材へ作業基準等の規制を拡大
 石綿含有（レベル1・2）時のみ届出 ⇒ 石綿含有建材の有無にかかわらず事前調査結果の報告を義務付け
 不適切な方法での除去に対する直接罰なし ⇒ 隔離等をせずに吹付け石綿等の除去作業を行った場合等の直接罰の創設
 石綿の除去等作業完了後の取り残し確認なし ⇒ 石綿の除去等作業完了後の確認及び発注者への報告が必要
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